
 

 

  

平成２９年度 第１回 仙台市景観総合審議会 
 

 

日時：平成 29年 8月 25日（金） 

13時 30分～15時 30分 

場所：本庁舎 2階 第 1委員会室 

 

 

 

次  第 

 

 

１．開   会 

２．挨   拶 

３．議   事 

       （１）審議事項 

・屋外広告物部会の設置について 

・今後の景観施策のあり方について 

       （２）報告事項 

・杜の都景観重要建造物等の追加指定について 

・東北大学片平キャンパス地区の都市景観大賞特別賞受賞について 

４．閉   会 

 

 

 

 

― 配 付 資 料 ― 

 

資料１ ： 屋外広告物部会の設置について 

資料２ ： 今後の景観施策のあり方について 

資料３ ： 杜の都景観重要建造物等の追加指定について 

資料４ ： 東北大学片平キャンパス地区の 

都市景観大賞特別賞受賞について 

 



 

 仙台市景観総合審議会委員名簿  

 

（平成２９年７月２５日現在） 

 

 

 

（五十音順，敬称略） 

杉山
すぎやま

 朗子
あきこ

 
(株)日本カラーデザイン研究所  
シニアコンサルタント 

髙山
たかやま

 秀樹
ひでき

 仙台商工会議所 理事・事務局長 

武山
たけやま

 良 三
りょうぞう

 富山大学芸術文化学部 学部長・教授 

杼
とち

窪
くぼ

 昌之
まさゆき

 
宮城県屋外広告美術協同組合 常任相談役 
(株)アキバ商会 代表取締役 

馬場
ば ば

 たまき 尚絅学院大学総合人間科学部 准教授 

堀
ほり

 繁
しげる

 東京大学アジア生物資源環境研究センター長・教授 

宮原
みやはら

 博通
ひろみち

 (有)地域環境デザイン研究所 所長 

厳
やん

 爽
しゅあん

 宮城学院女子大学生活科学部 教授 

吉川
よしかわ

 由美
ゆ み

 (有)ダ・ハ プランニング・ワーク 代表取締役 

涌井
わくい

 史郎
しろう

 東京都市大学環境学部 特別教授 

渡辺
わたなべ

 博
ひろし

 仙台市議会議員 



屋外広告物部会の設置について 

 

１．屋外広告物部会の概要 

 ・専門事項を調査審議するため、審議会に設置することができる部会の１つ（景観条例 27条） 

・部会は、審議会委員及び専門委員で組織する（10人以内）（景観条例 27条） 

・部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する（規則 33条） 

・部会の議決をもって審議会の議決とすることができる（規則 35条） 

 

２．屋外広告物部会設置の目的 

・景観総合審議会でも議論を重ね、「広告物施策のあり方の提言」「広告物条例改正」など、 

屋外広告物施策の具体の取組みの方向性が昨年度までに整理されており、今後はより機動的 

に具体の取組みについて展開を図っていく。 

・また「屋外広告物条例にもとづく特例許可の審議」は、審議内容や円滑な事務処理を踏ま 

えると、景観総合審議会を都度開催するのではなく、部会で対応する方が望ましいと考える。 

・少人数で専門的な委員による屋外広告物部会を設置し、「特例許可」とともに、それ以外の 

屋外広告物施策での取組みについて、部会での意見も聴きながら着実に進めていく。 

 

３．屋外広告物部会での審議事項等 

 ・屋外広告物条例にもとづく特例許可に係る意見聴取（広告物条例 10条･12条） 

・禁止地域を見直す都市公園等の検討（提言、条例改正を踏まえた取り組み） 

・すぐれた広告物の誘導方策の検討、エリアマネジメントなど広告物の活用方策の検討など 

（提言を踏まえた取り組み） 

・許可基準の運用や禁止地域の取扱いの検討 ※部会の意見を聴いた方がいいもの 
 

 

   

 

     

                     

                   

４．屋外広告物部会の委員について 

 ・部会委員は、県内及び近県の方による 5名（審議会委員＋専門委員）で構成 

・部会での審議事項等を踏まえ、「景観」「まちづくり」「建築」「デザイン」「広告業」の分野 

の学識経験者や業界関係者から委員を選定する（会長が指名、指名委員は裏面参照） 

 ・専門委員の委嘱期間は、審議会委員の委嘱期間である平成 30年 5月 8日までとする 

 

問題 

なし 

屋外広告物部会 

に意見聴取 
許可申請 

直近の景観総合 

審議会で報告 
特例許可 

資料１ 

【特例許可の手続きの流れ】 

事前 

協議 



屋外広告物部会委員（案） 

 

【景観総合審議会委員】 

・宮原 博通  委員 

・杼窪 昌之  委員 

・馬場 たまき 委員 

※部会長は景観総合審議会委員の中から会長が指名する者があたる（規則 34条）     
  

【専門委員】 

・舟引 敏明 氏（宮城大学事業構想学群 教授） 

・並木 直子 氏（(株)ユーメディア メディア事業部 メディアコンテンツ 2チーム） 



今後の景観施策のあり方について 

 

１．現在の状況 

・景観計画策定及び景観条例の見直しから約 10年が経過 

・復興まちづくり、東西線の開業、中心部の大規模開発など、都市の大きな変化 

・人口減少への対応、交流人口拡大への取組み、既存ストックの活用、公民連携など、 

新たな視点でのまちづくりの動き 

・今後予定している市の上位計画の見直し（現在の市総合計画の期間は平成 32年度まで） 

 

景観施策についても、現状をあらためて整理し、今後のあり方の検討を進めていく 

 

２．検討の進め方 

今回の審議会においては、景観施策のこれまでの取組みを中心に説明し、取組みの評価と 

課題、検討の視点、今後の進め方について意見を聞き、次の展開につなげていく 

 

【今後の検討の流れと検討テーマ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．景観施策のこれまでの取組みと課題 

別紙参照 

資料２ 

H30～ 

31年度 

今後の景観施策のあり方・具体の取組み 

今回 

次回（次々回） 

H29年度 

※必要に応じ、景観計画等の見直しも検討 

景観施策のこれまでの取組みと課題 

景観施策のあり方検討の視点と進め方の方針 

今後の景観施策の目標 

景観の現状の再整理と市民意識 

具体の進め方と作業内容 



○景観施策のこれまでの取組みと課題

１．法や条例の制定経過

・平成 7 年 杜の都の風土を育む景観条例制定（景観 3 原則・景観 7 方策）

・平成 16 年 景観法制定

・平成 21 年 景観法にもとづく景観計画策定、景観条例改正 ※景観 7 方策も一部変更

２．景観条例にもとづく取組みと課題

【景観３原則】

１．基本原則

市、市民及び事業者は、地域の自然や歴史的、文化的環境に

配慮して、協働により、杜の都の風土を育む調和のとれた

魅力的な景観の形成に努める

２．市の責務

望ましい景観に配慮した、総合的な施策を実施する。

それらの施策の実施にあたっては、市民及び事業者の

意見が十分反映されるように努める

３．市民・事業者の責務

自らが景観づくりの主体であることを考え、よりよい

景観づくりに努めるとともに、市の実施する景観施策に協力するよう努める

＜現状を踏まえた課題＞

・本市の景観の配慮点や望ましさの再確認（現在の本市の魅力や景観資源とは）

・市、市民、事業者の役割の変化への対応（市民・事業者⇒主体性が大、市⇒調整役が重要）

【景観７方策】

１．景観計画の策定

・平成 21 年策定（平成 25年一部変更）

２．景観計画区域内の行為の届出等

・届出件数合計約 500 件（不適合なし）（平成28年度 61 件）

３．景観地区

・定禅寺通地区指定（H23）、宮城野通地区指定（H23）  

青葉通地区指定（H27）、宮城野通東地区指定（H28）        

・認定申請件数は 32 件（H28 年度末）

課題）景観計画や景観地区の策定後、単体での景観基準は守られてはいるが、街並みとして

良好な景観形成が図られたかなどの効果検証や評価をどのように行うか

地区計画、広告物モデル地区や

誘導指針を一体的にまとめ、

街並み形成ガイドラインを策定

市主催の景観シンポジウム

市民参加の地域まち歩き

青葉通景観地区の街並み

４．杜の都景観重要建造物等の指定

・指定優先候補 15 件のうち 5 件を指定

（今年度2件追加指定予定、4 件解体）

・指定物件は東日本大震災で被災したが

復旧（助成金活用）、イベント等でも活用

課題）保全や活用など指定による成果はあったが、

「景観重要建造物等に関する答申（H13 年・H14 年）」から 10 年以上が経過しており、

どのようなものを保全すべきか再検討する必要がある

５．杜の都景観協定の締結・景観まちづくり協議会の認定等

・自主的な地域のまちづくりを景観形成に向けて支援する取組み

・景観協定は 5 件で締結（仙台マークワンなど）（H25 以降新規なし）

課題）きめ細やかな景観への配慮を定める協定に対する事業者等の

メリットが見えにくく、事業者等の意識の醸成も進んでいない

・景観まちづくり協議会は定禅寺通、宮城野通、青葉通の 3 地区

で認定（街並み形成ガイドラインの検討や賑わいづくりに取組む）

６．表彰・助成等の実施

・景観形成に寄与している建築物や活動を応援する取組み

・都市景観賞は第 10 回（H19）以降実施していない（48 件を表彰）

課題）市民の自発的な景観形成への取組みの応援としての一定

   の成果はあったが、表彰対象は減っている

・協議会の活動に助成（近年は青葉通まちづくり協議会に助成）

・橋等の公共工事、景観重要建造物復旧などに景観アドバイザーを派遣（活用は少ない）

課題）景観まちづくり協議会や公共工事などが対象のため、派遣する対象が限られており、

どのようなものに対して派遣すべきか

７．景観総合審議会等の設置

・審議会及び部会の設置（審議会は 18回開催、部会は 8回開催）

（景観地区の指定、広告物施策のあり方の提言、歩行者系案内サイン基本方針 など審議）

・景観に関する調査提案等を行う景観推進員（景観サポーター）は H19 年度以降行っていない

課題）景観資源把握や人材育成など一定の役割は果たしたため、活用していなかったが、

市民協働の取組みを推進するには、景観推進員の活用の仕方について検討が必要

＜これまでの取組みを踏まえた課題＞

・景観計画、景観地区など市主体で決定するものは一定の成果 ⇒効果検証は必要

・時代にあった景観資源（歴史的建造物も含む）の整理とその活用の検討

・より良い景観の誘導、市民・事業者が主体の取組みの支援に関する施策について、

うまく活用できていない部分もある ⇒制度の検証と見直しも含めた議論も必要

資料２ 別紙

協議会の活動（オープンカフェ）

景観協定を締結した建物

市民活動での景観重要建造物等の活用



杜の都景観重要建造物等の追加指定について 

 

１．杜の都景観重要建造物等とは 

・「杜の都の風土を育む景観条例」に定められ、景観形成に重要な役割を果たしていると 

認める建築物、工作物及び樹木等を、「杜の都景観重要建造物等」として市長が指定する 

・指定された場合は、現状変更などの際に届出が必要となるが、 

外観の修繕工事の経費の一部について助成を受けることもできる 

・指定されたものは、プレートを作成して設置するとともに、 

パンフレット等で紹介する（調査を行い図面や概要等の資料を作成） 

・平成 14年に仙台市景観審議会から答申をうけた指定候補（45件） 

 の中の優先候補（15件）のうち、所有者の同意をいただけた５件をこれまでに指定 

 

２．優先候補に関する経過等 

・平成 14年に３件、平成 16年に２件を指定 

・これまでに４件の優先候補が解体、残っているものも店じまいや所有者が世代交代 

・所有者等へ継続的に説明を行ってきたが（景観計画策定や震災対応で一時中断）、 

「旧針惣旅館」と「佐大商店登り窯」の 2件について、所有者の同意をいただく（今年 5月） 

優先候補１５件 

 

 

指定済５件 石橋屋、横山味噌醤油店、小林薬局、旧丸木商店、旧仙南堂薬店 

解体等４件 田中製氷店、天賞酒造 ※一部移築、仙台箪笥伝承館、丸久（旧伊勢商店） 

未指定６件 田崎質屋、旧須藤紙店、勝山酒造、庄子醤油屋、 

旧針惣旅館（今回指定）、佐大商店登り窯（今回指定） 

   

３．今後のスケジュール 

 ８月～ 建物等調査、図面や概要等の資料を作成 

10月～ プレート作成、パンフレット作成 ⇒ 年内に景観重要建造物等に指定（予定） 

※民間まちづくり団体が毎年 3月に景観重要建造物等を活用して行っているイベント 

 と連携した、指定記念イベントの開催も検討中 
 

   

資料３ 

 
プレート 

旧針惣旅館 佐大商店登り窯 



優先候補 位置図 
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佐大商店登り窯 

横山味噌醤油店 

勝山酒造 

旧針惣旅館 

旧仙南堂薬店 

石橋屋 

小林薬局 

旧丸木商店 

丸久（旧伊勢商店） 

仙台箪笥伝承館 

庄子醤油屋 

天賞酒造 

田中製氷店 

田崎質屋 

旧須藤紙店 

● 指定済 

◎ 今回指定 

◇ 未指定 

▲ 解体 

仙台駅 

市役所 

仙台城址 

大崎八幡宮 

東照宮  

   

 

景観重点区域 

重点区域ゾーン界 

※一部移築し地域施設 

として使用 



東北大学片平キャンパス地区の都市景観大賞特別賞受賞について 

 

１．都市景観大賞の概要 

 ・都市景観大賞は、良好な都市景観を生み出す優れた事例を選定し、その実現に貢献した 

関係者を顕彰する表彰制度（大賞、優秀賞、特別賞を選定） 

※まちづくり関連の法人により構成される「都市景観の日」実行委員会が主催（国土交通省後援） 

・東北大学片平キャンパス地区について、東北大学と仙台市で応募し、特別賞を受賞 

 

２．片平キャンパス地区の概要等 

 別紙による 

 

３．受賞記念イベント（景観シンポジウム）の開催について  

受賞を記念し、より多くの方に片平キャンパス地区の魅力を伝えるとともに、景観に対する 

市民の関心を高めていくことを目的に、景観シンポジウムを開催 
 

日時：平成 29年 10月 28日（土）午後 

場所：東北大学片平キャンパス内（メイン会場はさくらホール） 

内容：・キャンパス内見学ツアー（記念資料館、魯迅階段教室 など） 

・基調講演（舟引敏明氏（宮城大学）、杉山丞氏（東北大学キャンパスデザイン室）） 

・関係者トークセッション（東北大学、かたひら建物應援團、片平まちづくり会） 

・ミニコンサート、パネル展示 

※基調講演等は定員 100名程度、見学ツアーは定員 30名程度 

 

 

資料４ 

対象区域 

東北大学 片平キャンパス地区 

広瀬川 

 

● 
さくらホール 



 

資料４ 別紙 

※都市景観大賞パンフレットより 



 

※応募書類より 


